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総務文教常任委員会 
                      平成２９年３月２７日（月） 

午前１０時１５分～ 
                     第３委員会室 
                                                                                                                      

１ 開議 

 
 
２ 事務局日程説明 

 
 
３ 議案審査  

市長公室                             
（１）第７５号議案 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 
           ＜説明～質疑＞ 

 
 

４ 討論～採決 
 

 

５ 委員長報告確認 

 

 

６ その他 

（１）議会だよりの掲載内容について 

（２）次回の日程等について 
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総務文教常任委員長報告 

（H29.3.27） 

 総務文教常任委員会に付託されました議案について、審査の経過概要と結果を 

報告いたします。 

  

まず、第９号議案、平成２９年度亀岡市曽我部山林事業特別会計予算は、山林  

管理に要する経費であり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決  

すべきものと決定しました。 

 次に、第１３号議案から第４２号議案までの、平成２９年度亀岡財産区ほか２９

財産区特別会計予算について、その内容は、造林、育林等山林の管理経費、及び関

係地域の自治振興のための助成経費等が主なものであります。３０財産区いずれも、

別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、第４３号議案、職員の育児休業等に関する条例の一部改正は、児童福祉法

等の一部改正に伴い、育児休業の対象となる子の範囲に関し、養子縁組里親に委託

されている子に係る規定整備を図るものであり、別段異論なく、採決の結果は、全

員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、第４４号議案、個人情報保護条例及び行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所要の規定整備を図るものであります。 
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マイナンバー制度の凍結・廃止を求める立場からの反対討論、国の法律改正に伴

う所要の規定整備であり何ら問題ないとする賛成討論があり、採決の結果は、多数

をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、第４５号議案、市税条例等の一部改正は、消費税率引上げ時期の変更に伴

う地方税法等の一部改正に伴い、法人市民税法人税割の税率改正の実施時期と軽自

動車税における環境性能割の導入時期を、それぞれ平成３１年１０月１日に延期す

ること等の改正を行うものであります。消費税率引上げを前提とした条例改正であ

るとする反対討論と、第４４号議案と同様に、国の法律改正に伴う所要の条例改正

であるとする賛成討論があり、採決の結果は、多数をもって原案可決すべきものと

決定しました。 

 次に、第５１号議案、証紙条例の廃止は、本年３月末をもって証紙を廃止するこ

とに伴う条例廃止であり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決す

べきものと決定しました。 

 次に、第５２号議案、辺地総合整備計画の策定については、東別院町における平

成２９年度から３１年度までの計画策定であり、辺地対策事業の活用により地域の

活性化を進めようとするものであります。別段異論なく、採決の結果は、全員をも

って原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、第７５号議案、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正

は、市長の自宅に関わる件について、都市計画法の規定により不適正な状態である

ことが判明したことから、市長の平成２９年４月１日から平成２９年６月３０日ま
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でに支給される給料について、１０分の５を減額しようとするものであります。 

 討論では、今回の住宅に関わる件については、市長は農家用住宅しか建てられな

いことを承知の上で住宅を建築し、登記をされていることから悪質であること、ま

た、現在、都市計画法違反で市長が告発されており、その結果がどうなるかわから

ないことから、継続審査とすべきであるとの反対討論、一方で、市長が自ら不適正

ということで、責任を感じて反省し、減給により襟を正そうとされているとする賛

成討論がありました。  

採決の結果は、多数をもって原案可決すべきものと決定しました。 

  

以上、簡単でありますが、本委員会の報告といたします。 
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